
平成25年1月号

　

対前年
増減数

対前年
増減率 構成比

268 241 (2) 27 11.2% 100% 272 (6)

113 91 (1) 22 24.2% 42.2% 90 (2)

11 3 8 266.7% 4.1% 7 (1)

32 30 (1) 2 6.7% 11.9% 35

33 28 5 17.9% 12.3% 19 (1)

33 18 (1) 15 83.3% 12.3% 40 (3)

29 30 -1 -3.3% 10.8% 21

22 20 2 10.0% 8.2% 26

13 11 2 18.2% 4.9% 15 (1)

18 20 -2 -10.0% 6.7% 25

40 51 -11 -21.6% 14.9% 55

《労働災害が発生したら労働者死傷病報告は遅滞なく提出しましょう》

　　を集計したもので、かっこ内の数は死亡災害を内数で示したものです。

　※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、各業種の合計が100％にならない場合があります。

うち機械金属

　※本統計は、平成24年12月末日までに労働者死傷病報告により報告のあった休業４日以上の死傷災害
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業種別労働災害発生状況　　　　　　　　　　（多治見監督署管内）
（参考）
平成２２年

たじみ監督署 安 全 衛 生 だ よ り

平成２４年１２月末における労働災害発生状況は、全産業で２６８件で、前年の同じ時期と比べ２７

件の増加となっています。主な業種別では、製造業で１１３件（前年比２２件の増加）、建設業で３３件

（前年比１５件の増加）となっています。

事故の型別発生状況は、依然として作業床や通路等での「転倒」災害７２件（全体に占める割合が

２７％）、台車や機械等による「はさまれ、巻き込まれ」災害が５５件（全体に占める割合が２１％）、脚

立や足場等からの「墜落、転落」災害が５２件（全体に占める割合が１９％）となっています。

このような状況の中、今一度、経営トップ自らが先頭に立ち、安全衛生管理体制や安全衛生活動

について点検を行い、リスクアセスメントや安全衛生教育・危険予知活動などの日常的な安全衛生

活動を強化していくことが求められています。

《参考》

全国の労働災害発生状況

平成２４年度 平成２３年度（注３） 増減数 増減率

死傷災害（注１） ８０,０１９人 ７５,６１２人 ４,４０７人 ５.８％増加
死亡災害（注２） ９１９人 ８４５人 ７４人 ８.８％増加
注１：労災保険給付データ及び労働者死傷病報告（労災非適）による平成２４年１１月末の速報値

注２：死亡災害報告による平成２４年１１月末の速報値

注３：平成２３年の数値については、東日本大震災を直接の原因とする死亡災害を除く



特定化学物質障害予防規則等が改正されました
以下の３物質について、健康障害防止措置が義務づけられるようになりました

◆インジウム化合物

◆コバルト及びその無機化合物

◆エチルベンゼン

改正政省令は、平成２５年１月１日から施行・適用されます





再
発
防
止
策

発
生
状
況

　丸のこ盤で木材加工中に、指が歯に触れてしまい、指先を
切断したもの。 事故の型

<ワンポイントアドバイス>
 【屋内に設ける通路】
　労働安全衛生規則第５４２条
　　事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければ
　　ならない。
　一．用途に応じた幅を有すること。
　二．通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
　三．通路面から高さ１.８メートル以内に障害物を置かないこと。

起因物 傾斜盤

発
生
原
因

　歯の接触予防装置を設けていなかったこと。

切れ

再
発
防
止
策

業種 建具製造業 職種 建具工

【災害事例】

事例（2）

発
生
状
況

　校内の廊下から出入口（片開きドア）を通ろうとした時、２
名の同僚がドア付近にいたので避けるようにドアを通ったた
め、段差でつまづき転倒したもの。

発
生
原
因

　出入口付近で立ち止まって会話をしていたことにより、通
行の妨げになったこと。

　出入口に段差があったこと。

事例（1）

発生概要 通路のドアで擦れ違いの時に転倒

業種 教育機関 職種 教員 年齢 50代 性別

発生概要 丸のこ盤で木材加工中に指を切断

休業1ヶ月 経験 29年女 災害程度

事故の型 転倒 起因物 通路

　出入口付近では、立ち止まったり、通行の妨げになるよう
な障害物を置かない。

　出入口の段差を解消する。

　

概略図

１．災害発生状況は、同種災害防止の見地から編集を加えて作成しています。

２．災害防止対策、コメントは、必ずしも法令違反を構成するものではなく、安全管理上望ましい対策を含めて取りまとめてあります。

男 災害程度 休業2ヶ月 経験

　丸のこ盤には、歯の接触予防装置を設けること。

概略図

<ワンポイントアドバイス>
 【丸のこ盤の反ぱつ予防装置】
　労働安全衛生規則第１２２条
　　事業者は、木材加工用丸のこ盤（横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働
  　者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。）には、割刃その他反ぱつ予防
　　防装置を設けなければならない。

 【丸のこ盤の歯の接触予防装置】
　労働安全衛生規則第１２３条
　　事業者は、木材加工用丸のこ盤（製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有す
　　る丸のこ盤を除く。）には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
　

年齢 60代 51年性別

←段差

転倒


